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コミュニティ・スクール推進事業
（47都道府県）

推進委員会における検討内容の例

・保護者や地域住民の意向を適切に反映させ
るための効果的な実施体制
・学校運営に関する学校運営協議会の役割と
責任の在り方
・学校運営協議会も含めた学校の点検・評価
の在り方

地域に開かれた信頼される学校の実現

コミュニティ・スクー
ル推進フォーラムの開
催（全国6会場）

広くコミュニティ・スクールの
普及・啓発を図る

経費
・出席者（講師、事例発表者、文
部科学省関係者等）旅費
・会場借損料
・報告書印刷費
・資料印刷費 等

対象
・教育委員会関係者
・推進委員会関係者
・教職員

フォーラムの内容
・有識者による講演
・調査研究の成果の発信
・効果的な取り組みについて
の協議等

推進委員会
委員：保護者・地域住民代表

教育委員会・学校関係者など

研
究
成
果
の
発
信

＜学校運営協議会の設置により期待される効果＞

保護者や地域住民が責任を持って学校運営に参画
→保護者や地域住民と校長や教職員とが一体となった学校づくり
→より公正で透明な学校運営の実現

→教育活動に地域の協力を得やすい環境の構築

報
告

指
定

学 校

教育委員会

47都道府県に事業を委嘱。
都道府県において学校を指定。


